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資 料 

 
１ 学校教育法（抜粋） 

 
第六十九条 大学においては、公開講座の施設を設けることがで

きる。 

２ 公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定め

る。 

 

第六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深

く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を

育成することをおもな目的とすることができる。 

２ 前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一

項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。 

３ 前項の大学は、短期大学と称する。 

４ 第二項の大学には、第五十三条及び第五十四条の規定にかか

わらず、学部を置かないものとする。 

５ 第二項の大学には、学科を置く。 

６ 第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信に

よる教育を行う学科を置くことができる。 

７ 第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところ

により、第五十二条の大学に編入学することができる。 

８ 第六十二条の規定は、第二項の大学については適用しない。 
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２ 短期大学設置基準 

 
第一章 総則 

 

（趣旨） 

第一条 短期大学は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところ

により設置するものとする。 

２ この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要

な最低の基準とする。 

３ 短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態に

ならないようにすることはもとより、その水準の向上を図るこ

とに努めなければならない。 

 

（情報の積極的な提供） 

第二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状

況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができ

る方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。 

 

（入学者選抜） 

第二条の二 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当

な体制を整えて行うものとする。 

 

第二章 学科 

 

（学科） 

第三条 学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつ

て、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認め

られるものとする。 

２ 学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くこ

とができる。 
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第三章 学生定員 

 

（学生定員） 

第四条 学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この

場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位

として学科ごとに定めるものとする。 

２ 前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実

施するときは、これに係る学生定員を、第三十六条の規定によ

り外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る学生定

員を、それぞれ明示するものとする。 

３ 学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件

を総合的に考慮して定めるものとする。 

４ 短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する

学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。 

 

第四章 教育課程 

 

（教育課程の編成方針） 

第五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達

成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編

成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門

の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成すると

ともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人

間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

 

（教育課程の編成方法） 

第六条 教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、

これを各年次に配当して編成するものとする。 

 

（単位） 

第七条 各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものと
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する。 

２ 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四

十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準

とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間

外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算す

るものとする。 

一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範

囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。 

二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間

までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位と

する。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の

授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単

位とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目

については、これらの学修の成果を評価して単位を授与するこ

とが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮

して、単位数を定めることができる。 

 

（一年間の授業期間） 

第八条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、

三十五週にわたることを原則とする。 

 

（各授業科目の授業期間） 

第九条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単

位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると

認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において

授業を行うことができる。 

 

（授業を行う学生数） 

第十条 一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業

の方法及び施設設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育

効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。 
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（授業の方法） 

第十一条 授業の方法は、講義、演習、実験、実習又は実技とす

る。 

２ 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項

の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う

教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させること

ができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい

ても、同様とする。 

４ 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一

項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことが

できる。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第十一条の二 短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法

の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなけれ

ばならない。 

 

（昼夜開講制） 

第十二条 短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜

開講制（同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯におい

て授業を行うことをいう。）により授業を行うことができる。 

 

第五章 卒業の要件等 

 

（単位の授与） 

第十三条 短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試

験の上単位を与えるものとする。ただし、第七条第三項の授業

科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成

果を評価して単位を与えることができる。 
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（履修科目の登録の上限） 

第十三条の二 短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業

科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位

数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録す

ることができる単位数の上限を定めるよう努めなければならな

い。 

２ 短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた

成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超

えて履修科目の登録を認めることができる。 

 

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第十四条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期

大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修

した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期

大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつて

は四十六単位（第十九条の規定により卒業の要件として六十二

単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位）

を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する

場合、外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科

目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学

の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定

するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履

修する場合について準用する。 

 

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第十五条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う

短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科

学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の

履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えるこ
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とができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の

短期大学にあつては前条第一項及び第二項により当該短期大学

において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修

業年限が三年の短期大学にあつては前条第一項及び第二項によ

り当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせ

て四十六単位（第十九条の規定により卒業の要件として六十二

単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位）

を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第十六条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該

短期大学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授

業科目について修得した単位（第十七条の規定により修得した

単位を含む。）を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学

における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。 

２ 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大

学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該短

期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めると

ころにより単位を与えることができる。 

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのでき

る単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得

した単位以外のものについては、第十四条第一項及び前条第一

項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と

合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、

修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位（第十九条

の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得すること

とする短期大学にあつては、三十単位）を超えないものとする。

この場合において、第十四条第二項により当該短期大学におい

て修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が

二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短
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期大学にあつては、五十三単位（第十九条の規定により卒業の

要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあ

つては四十五単位）を超えないものとする。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第十六条の二 短期大学は、短期大学の定めるところにより、学

生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希

望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることが

できる。 

 

（科目等履修生） 

第十七条 短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短

期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者

（以下「科目等履修生」という。）に対し、単位を与えること

ができる。 

２ 科目等履修生に対する単位の授与については、第十三条の規

定を準用する。 

 

（卒業の要件） 

第十八条 修業年限が二年の短期大学の卒業の要件は、短期大学

に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。 

２ 修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に三年

以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。 

３ 前二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のう

ち、第十一条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修

業年限が二年の短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年

の短期大学にあっては四十六単位（第十九条の規定により卒業

の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学に

あっては三十単位）を超えないものとする。 
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（卒業の要件の特例） 

第十九条 夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間に

ついて教育上特別の配慮を必要とする学科（以下「夜間学科

等」という。）に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件

は、前条第二項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学

し、六十二単位以上を修得することとすることができる。 

 

第六章 教員組織 

 

（授業科目の担当） 

第二十条 教育上主要と認められる授業科目（以下「主要授業科

目」という。）は、原則として専任の教授又は助教授が担当す

るものとし、主要授業科目以外の授業科目についてもなるべく

専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。 

２ 演習、実験、実習又は実技については、なるべく助手に補助

させるものとする。 

３ 短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化

を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ること

のないよう配慮するものとする。 

 

（授業を担当しない教員） 

第二十一条 短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業

を担当しない教員を置くことができる。 

 

（専任教員数） 

第二十二条 専任教員の数は、別表第一に定める数以上とする。 

 

第七章 教員の資格 

 

（学長の資格） 

第二十二条の二 学長となることのできる者は、人格が高潔で、

学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる
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者とする。 

 

（教授の資格） 

第二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれか

に該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわし

い教育上の能力を有すると認められる者とする。 

一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位

を含む。）を有し、研究上の業績を有する者 

二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

三 学位規則（昭和二十八年文部省令第九号）第五条の二に規

定する専門職学位（外国において授与されたこれに相当する

学位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する

実務上の業績を有する者 

四 芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な

技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でて

いると認められる者 

五 大学（短期大学を含む。以下同じ。）又は高等専門学校に

おいて教授、助教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこ

れらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者 

六 研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者 

七 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると

認められる者 

 

（助教授の資格） 

第二十四条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわ

しい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

一 前条各号のいずれかに該当する者 

二 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員

としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員としての

経歴を含む。）のある者 

三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位
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（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）

を有する者 

四 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認め

られる者 

 

（講師の資格） 

第二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

一 第二十三条又は前条に規定する教授又は助教授となること

のできる者 

二 特定の分野について、短期大学における教育を担当するに

ふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 

 

（助手の資格） 

第二十六条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

一 学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位

を含む。）を有する者 

二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 

 

第八章 校地、校舎等の施設及び設備等 

 

（校地） 

第二十七条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地

には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するも

のとする。 

２ 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の

敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合に

は適当な位置にこれを設けるものとする。 

 

（校舎等） 

第二十八条 校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、少なく
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とも次の各号に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別

の事情があるときは、この限りでない。 

一 学長室、会議室、事務室 

二 教室（講義室、演習室、実験室、実習室等とする。）、研究室 

三 図書館、保健室 

２ 教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備

えるものとする。 

３ 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。 

４ 校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及

び語学の学習のための施設を備えるものとする。 

５ 短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、原則とし

て体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施

設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施

設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。 

６ 夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大

学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用につ

いて、教育研究に支障のないようにするものとする。 

 

（図書等の資料及び図書館） 

第二十九条 短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学

術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館

を中心に系統的に備えるものとする。 

２ 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情

報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努め

るとともに、前項の資料の提供に関し、他の短期大学の図書館

等との協力に努めるものとする。 

３ 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門

的職員その他の専任の職員を置くものとする。 

４ 図書館には、短期大学の教育研究を促進できるような適当な

規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備え

るものとする。 

５ 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために
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十分な数の座席を備えるものとする。 

 

（校地の面積） 

第三十条 短期大学における校地の面積（附属施設用地及び寄宿

舎の面積を除く。）は、学生定員上の学生一人当たり十平方メ

ートルとして算定した面積とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科（昼間におい

て授業を行う学科をいう。以下同じ。）及び夜間学科が近接し

た施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、

当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積

とする。 

３ 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、

履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限

度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。 

 

（校舎の面積） 

第三十一条 校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短

期大学にあつては、別表第二イの表に定める面積以上とし、二

以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、

当該二以上の分野のうち同表の同一分野に属する学科の収容定

員の百人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての

同表に定める面積に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別

表第二ロの表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上と

する。 

 

（附属施設） 

第三十二条 短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要

な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。 

 

 

（機械、器具等） 

第三十三条 短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応



 － 112 －

じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとす

る。 

 

（教育研究環境の整備） 

第三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成する

ため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境

の整備に努めるものとする。 

 

（短期大学等の名称） 

第三十三条の三 短期大学及び学科（以下「短期大学等」とい

う。）の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該

短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 

 

第九章 事務組織等 

 

（事務組織） 

第三十四条 短期大学には、その事務を処理するため、専任の職

員を置く適当な事務組織を設けるものとする。 

 

（厚生補導の組織） 

第三十五条 短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の

職員を置く適当な組織を設けるものとする。 

 

第十章 雑則 

 

（外国に設ける組織） 

第三十六条 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところによ

り、外国に学科その他の組織を設けることができる。 

 

 

（その他の基準） 

第三十七条 専攻科及び別科に関する基準は、別に定める。 
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（段階的整備） 

第三十八条 新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎

等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階

的に整備することができる。 
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３ 地方独立行政法人法 

 
第一章 総則 

 

第一節 通則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、地方独立行政法人の運営の基本その他の

制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並

びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の

確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及

び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の

生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその

地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であ

って、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要の

ないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施

されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率

的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定める

ところにより地方公共団体が設立する法人をいう。 

２ この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独

立行政法人（第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除

く。）のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しく

は地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はそ

の業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があ

るため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要が

あるものとして第七条の規定により地方公共団体が定款で定め

るものをいう。 

 

（業務の公共性、透明性及び自主性） 
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第三条 地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の

生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実

に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正か

つ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 

２ 地方独立行政法人は、この法律の定めるところによりその

業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状

況を住民に明らかにするよう努めなければならない。 

３ この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の業務運

営における自主性は、十分配慮されなければならない。 

 

（名称） 

第四条 地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人

という文字を用いなければならない。 

２ 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行

政法人という文字を用いてはならない。 

 

（法人格） 

第五条 地方独立行政法人は、法人とする。 

 

（財産的基礎） 

第六条 地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するため

に必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 

２ 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資するこ

とができない。 

３ 設立団体（地方独立行政法人を設立する一又は二以上の地

方公共団体をいう。以下同じ。）は、地方独立行政法人の資本

金の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しな

ければならない。 

４ 地方独立行政法人に出資される財産のうち金銭以外のもの

の価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地

方公共団体が評価した価額とする。 

５ 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。 
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（設立） 

第七条 地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとす

るときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県（都道

府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条

において同じ。）又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団

体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合

にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。 

 

（定款） 

第八条 地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定

しなければならない。 

一 目的 

二 名称 

三 設立団体 

四 事務所の所在地 

五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地

方独立行政法人の別 

六 役員の定数、任期その他役員に関する事項 

七 業務の範囲及びその執行に関する事項 

八 公共的な施設（住民の福祉を増進する目的をもってその利

用に供するための施設をいう。以下この条、第二十一条第五

号及び第二十四条において同じ。）の設置及び管理を行う場

合にあっては、当該公共的な施設の名称及び所在地 

九 資本金、出資及び資産に関する事項 

十 公告の方法 

十一 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項 

２ 定款（前項第五号に掲げる事項を除く。）の変更は、設立団

体の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道

府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、

その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りで

ない。 

３ 第一項第五号に掲げる事項については、定款を変更するこ
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とができない。 

 

（登記） 

第九条 地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登

記しなければならない。 

２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の

後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 

３ 地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において

設立の登記をすることによって成立する。 

 

（民法の準用） 

第十条 民法（明治二十九年法律第八十九号）第四十四条及び

第五十条の規定は、地方独立行政法人について準用する。 

 

第二節 地方独立行政法人評価委員会 

 

（地方独立行政法人評価委員会） 

第十一条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理

させるため、執行機関の附属機関として、地方独立行政法人評

価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。 

２ 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。 

二 その他この法律又は条例によりその権限に属させられた事

項を処理すること。 

３ 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その

他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例

で定める。 
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第二章 役員及び職員 

 

（役員） 

第十二条 地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副

理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置か

ないことができる。 

 

（役員の職務及び権限） 

第十三条 理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を

総理する。 

２ 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めると

ころにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理

し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠

員のときはその職務を行う。 

３ 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長

を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長及び副理

事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事

長が欠員のときはその職務を行う。 

４ 監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。 

５ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、

理事長又は設立団体の長に意見を提出することができる。 

 

（役員の任命） 

第十四条 理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長

が任命する。 

一 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な

知識及び経験を有する者 

二 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務

及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者 

２ 監事は、財務管理、経営管理その他当該地方独立行政法人

が行う事務又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であっ

て、弁護士、公認会計士、税理士その他監査に関する実務に精
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通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。 

３ 副理事長及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、

理事長が任命する。 

４ 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命した

ときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、

これを公表しなければならない。 

 

（役員の任期） 

第十五条 役員の任期は、四年以内において定款で定める期間

とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 役員は、再任されることができる。 

 

（役員の欠格条項） 

第十六条 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）

は、役員となることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、

非常勤の役員となることができる。 

 

（役員の解任） 

第十七条 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係

る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当

するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 

２ 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員

が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適し

ないと認めるときは、その役員を解任することができる。 

一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反があるとき。 

３ 前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、

それぞれその任命に係る役員（監事を除く。）の職務の執行が

適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した

場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが
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適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。 

４ 理事長は、前二項の規定により副理事長及び理事を解任し

たときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るととも

に、これを公表しなければならない。 

 

（代表権の制限） 

第十八条 地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が

相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。

この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。 

 

（代理人の選任） 

第十九条 理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人

の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し

一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選

任することができる。 

 

（職員の任命） 

第二十条 地方独立行政法人の職員は、理事長が任命する。 

第三章 業務運営 

 

第一節 業務 

 

（業務の範囲） 

第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款

で定めるものを行う。 

一 試験研究を行うこと。 

二 大学の設置及び管理を行うこと。 

三 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって

充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。 

イ 水道事業（簡易水道事業を除く。） 

ロ 工業用水道事業 

ハ 軌道事業 
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ニ 自動車運送事業 

ホ 鉄道事業 

へ 電気事業 

ト ガス事業 

チ 病院事業 

リ その他政令で定める事業 

四 社会福祉事業を経営すること。 

五 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこ

と（前三号に掲げるものを除く。）。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（業務方法書） 

第二十二条 地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書

を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の業務方法書に記載すべき事項は、設立団体の規則で

定める。 

３ 設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あ

らかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞

なく、その業務方法書を公表しなければならない。 

 

（料金） 

第二十三条 地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴

収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長

の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 

２ 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あら

かじめ、議会の議決を経なければならない。 

 

（公共的な施設の設置及び管理） 

第二十四条 地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び
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管理については、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。 

 

第二節 中期目標等 

 

（中期目標） 

第二十五条 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間におい

て地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下

「中期目標」という。）を定め、これを当該地方独立行政法人

に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

一 中期目標の期間（前項の期間の範囲内で設立団体の長が定

める期間をいう。以下同じ。） 

二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項 

三 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

四 財務内容の改善に関する事項 

五 その他業務運営に関する重要事項 

３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、

議会の議決を経なければならない。 

 

（中期計画） 

第二十六条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けた

ときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところに

より、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」

という。）を作成し、設立団体の長の認可を受けなければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
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関する目標を達成するためとるべき措置 

二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためと

るべき措置 

三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

四 短期借入金の限度額 

五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、

その計画 

六 剰余金の使途 

七 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

３ 設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あ

らかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二

項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上

不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきこ

とを命ずることができる。 

５ 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞

なく、その中期計画を公表しなければならない。 

 

（年度計画） 

第二十七条 地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前

条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更

の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可中期計

画」という。）に基づき、設立団体の規則で定めるところによ

り、その事業年度の業務運営に関する計画（次項において「年

度計画」という。）を定め、これを設立団体の長に届け出ると

ともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同

様とする。 

２ 地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、

前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」

とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項

の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。 
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（各事業年度に係る業務の実績に関する評価） 

第二十八条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めると

ころにより、各事業年度における業務の実績について、評価委

員会の評価を受けなければならない。 

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況

の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結

果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について

総合的な評定をして、行わなければならない。 

３ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、

当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知しなけ

ればならない。この場合において、評価委員会は、必要がある

と認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改

善その他の勧告をすることができる。 

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅

滞なく、その通知に係る事項（同項後段の規定による勧告をし

た場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容）

を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。 

５ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、

その旨を議会に報告しなければならない。 

 

（中期目標に係る事業報告書） 

第二十九条 地方独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三

月以内に、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目

標に係る事業報告書を設立団体の長に提出するとともに、これ

を公表しなければならない。 

２ 設立団体の長は、前項の規定により中期目標に係る事業報

告書の提出を受けたときは、これを議会に報告しなければなら

ない。 

 

（中期目標に係る業務の実績に関する評価） 

第三十条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるとこ

ろにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価
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委員会の評価を受けなければならない。 

２ 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達

成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分

析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の

全体について総合的な評定をして、行わなければならない。 

３ 第二十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価

について準用する。 

 

（中期目標の期間の終了時の検討） 

第三十一条 設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の

期間の終了時において、当該地方独立行政法人の業務を継続さ

せる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわ

たる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるもの

とする。 

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たって

は、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

 

 

第四章 財務及び会計 

 

（事業年度） 

第三十二条 地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に

始まり、翌年三月三十一日に終わる。 

２ 地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかか

わらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日（一月一

日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあ

っては、その年の三月三十一日）に終わるものとする。 

 

（企業会計原則） 

第三十三条 地方独立行政法人の会計は、総務省令で定めると

ころにより、原則として企業会計原則によるものとする。 
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（財務諸表等） 

第三十四条 地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、

損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設

立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財

務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内

に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団

体の長に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及

び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸

表及び決算報告書に関する監事の意見（次条の規定により会計

監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっ

ては、監事及び会計監査人の意見。第四項及び第九十九条第八

号において同じ。）を付けなければならない。 

３ 設立団体の長は、第一項の規定により財務諸表を承認しよ

うとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の

承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財

務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見

を記載した書面を、各事務所に備えて置き、設立団体の規則で

定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 

 

（会計監査人の監査） 

第三十五条 地方独立行政法人（その資本の額その他の経営の

規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除

く。）は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）

及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監

査を受けなければならない。 

 

（会計監査人の選任） 

第三十六条 会計監査人は、設立団体の長が選任する。 
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（会計監査人の資格） 

第三十七条 会計監査人は、公認会計士（公認会計士法（昭和

二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公

認会計士を含む。）又は監査法人でなければならない。 

２公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をするこ

とができない者は、会計監査人となることができない。 

 

（会計監査人の任期） 

第三十八条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終

了する事業年度の財務諸表についての設立団体の長の第三十四

条第一項の承認の時までとする。 

 

（会計監査人の解任） 

第三十九条 設立団体の長は、会計監査人が次の各号のいずれ

かに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 

三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに

堪えないとき。 

 

（利益及び損失の処理等） 

第四十条 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算におい

て利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、

なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理し

なければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に

充てる場合は、この限りでない。 

２ 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失

を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、

なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理

しなければならない。 

３ 地方独立行政法人は、毎事業年度、第一項に規定する残余

があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の
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全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第

二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。 

４ 地方独立行政法人は、中期目標の期間の最後の事業年度に

係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一項の

規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち

設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次

の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、

当該次の中期目標の期間における業務の財源に充てることがで

きる。 

５ 設立団体の長は、前二項の規定による承認をしようとする

ときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならな

い。 

６ 地方独立行政法人は、第四項に規定する積立金の額に相当

する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな

お残余があるときは、その残余の額を設立団体に納付しなけれ

ばならない。 

７ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積

立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。 

 

（借入金等） 

第四十一条 地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条

第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金を

することができる。ただし、やむを得ない事由があるものとし

て設立団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短

期借入金をすることができる。 

２ 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還し

なければならない。ただし、資金の不足のため償還することが

できないときは、その償還することができない金額に限り、設

立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。 

３ 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年

以内に償還しなければならない。 

４ 設立団体の長は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規
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定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会

の意見を聴かなければならない。 

５ 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすること

ができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、

この限りでない。 

 

（財源措置） 

第四十二条 設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務

の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金

額を交付することができる。 

 

（余裕金の運用） 

第四十三条 地方独立行政法人は、次の方法による場合を除く

ほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 

一 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支

払について政府が保証する債券をいう。）その他総務省令で

定める有価証券の取得 

二 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金又は郵便貯

金 

三 信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に

関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認

可を受けた金融機関をいう。第六十六条第七項において同

じ。）への金銭信託 

 

（財産の処分等の制限） 

第四十四条 地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を

譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認

可を受けなければならない。 

２ 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あら

かじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経な

ければならない。 
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（会計規程） 

第四十五条 地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関す

る事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なけ

ればならない。これを変更したときも、同様とする。 

 

（設立団体の規則への委任） 

第四十六条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほ

か、地方独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、設

立団体の規則で定める。 

 

 

第五章 人事管理 

 

第一節 特定地方独立行政法人 

 

（役員及び職員の身分） 

第四十七条 特定地方独立行政法人の役員及び職員は、地方公

務員とする。 

 

（役員の報酬等） 

第四十八条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退

職手当（以下この条、次条及び第五十六条第一項において「報

酬等」という。）は、その役員の業績が考慮されるものでなけ

ればならない。 

２ 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給

の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表

しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員

の給与、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬

等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画

の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考

慮して定めなければならない。 
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（評価委員会の意見の申出） 

第四十九条 設立団体の長は、前条第二項の規定による届出が

あったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員

会に通知するものとする。 

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、そ

の通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合した

ものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申

し出ることができる。 

 

（役員の服務） 

第五十条 特定地方独立行政法人の役員（以下この条において

単に「役員」という。）は、職務上知ることのできた秘密を漏

らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

２ 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、

又は積極的に政治運動をしてはならない。 

３ 役員（非常勤の者を除く。）は、在任中、任命権者の承認の

ある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利

事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行っては

ならない。 

 

（職員の給与） 

第五十一条 特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務

の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率

が考慮されるものでなければならない。 

２ 特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与

及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の

長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

３ 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、

同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員、他の特定地

方独立行政法人の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該特

定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六
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条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定め

なければならない。 

 

（職員の勤務時間等） 

第五十二条 特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、

休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長

に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

２ 前項の規程は、国及び地方公共団体の職員の勤務条件その

他の事情を考慮したものでなければならない。 

 

（職員に係る他の法律の適用除外等） 

第五十三条 次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政法人

の職員（以下この条において単に「職員」という。）には適用

しない。 

一 地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第八条

（第七項を除く。）、第十四条第二項、第二十四条から第二十

六条の三まで、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条

第三項及び第四項、第四十条第二項、第四十六条から第四十

九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条（同

条第三項中労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十

四条第二項及び第三項並びに第十八条の二に係る部分並びに

同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法（昭和二十二

年法律第百号）第八十九条から第九十六条までに係る部分

（地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）

第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。）を除

く。）並びに第五十八条の二の規定 

二 行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の規定 

三 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百

十号）第四条第二項、第六条の二、第七条及び第九条の規定 

 

２ 職員（政令で定める基準に従い特定地方独立行政法人の理
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事長が定める職にある者を除く。）については、地方公務員法

第三十六条の規定は、適用しない。 

３ 職員に関する地方公務員法の適用については、次の表の上

欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

地方公共団体の長、議会の議長、選

挙管理委員会、代表監査委員、教育

委員会、人事委員会及び公平委員会

並びに警視総監、道府県警察本部

長、市町村の消防長（特別区が連合

して維持する消防の消防長を含む。）

その他法令又は条例に基づく任命権

者 

特定地方独立行政

法人の理事長 

条例、地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める 

設立団体（地方独

立行政法人法第六

条第三項に規定す

る 設 立 団 体 を い

う。以下同じ。）

の条例及び特定地

方独立行政法人の

第六条第

一項 

それぞれ職員 職員 

前項の任命権者は、同項 特定地方独立行政

法人の理事長は、

前項 

第六条第

二項 

その補助機関たる上級の地方公務員 副理事長若しくは

理事又は上級の職

員 

第十四条

第一項 

地方公共団体 特定地方独立行政

法人 

第十六条

各号列記

条例 設立団体の条例 
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以外の部

分 

第十六条

第三号 

地方公共団体 特定地方独立行政

法人又は設立団体

第十七条

第四項 

人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政

法人 

第十七条

第五項 

人事委員会（人事委員会を置かない

地方公共団体においては、任命権者

とする。以下第十八条、第十九条及

び第二十二条第一項において同じ。）

特定地方独立行政

法人の理事長 

 

人事委員会 特定地方独立行政

法人の理事長 

他の地方公共団体の機関 地方公共団体の機

関若しくは他の特

定地方独立行政法

人 

第十八条

第一項 

これらの機関 これらの機関又は

他の特定地方独立

行政法人 

人事委員会 特定地方独立行政

法人の理事長 

第十八条

第二項 

又は他の地方公共団体 地方公共団体又は

他の特定地方独立

行政法人 

第十九条

及び第二

十二条第

一項 

人事委員会 特定地方独立行政

法人の理事長 

第二十二

条第五項 

人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政

法人 

第二十七 条例 設立団体の条例 
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条第二項 

第二十八

条第一項

第四号 

職制 組織 

第二十八

条第三項

及び第四

項並びに

第二十八

条の二第

一項及び

第二項 

条例 設立団体の条例 

地方公共団体における 特定地方独立行政

法人における 

 

条例で 特定地方独立行政

法人の規程で 

第二十八

条の二第

三項 

他の地方公共団体 地方公共団体 

第二十八

条の三第

一項 

かかわらず、条例で定めるところに

より 

かかわらず 

第二十八

条の三第

二項 

ときは、条例で定めるところにより ときは 

地方公共団体 特定地方独立行政

法人 

第二十八

条の四第

一項 条例 設立団体の条例 

第二十八

条の四第

二項及び

第三項 

条例 設立団体の条例 



 － 136 －

第二十八

条の五第

一項 

地方公共団体 特定地方独立行政

法人 

第二十九

条第一項

第一号 

条例、地方公共団体の規則若しくは

地方公共団体の機関の定める 

設立団体の条例若

しくは特定地方独

立行政法人の 

当該地方公共団体 当該特定地方独立

行政法人 

他の地方公共団体若しくは特定地方

独立行政法人 

他の特定地方独立

行政法人若しくは

地方公共団体 

第二十九

条第二項 

条例 設立団体の条例 

第二十九

条第四項

及び第二

十九条の

二第二項 

条例 設立団体の条例 

第三十一

条 

条例 特定地方独立行政

法人の規程 

第三十二

条 

条例、地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める 

設立団体の条例及

び特定地方独立行

政法人の 

条例 設立団体の条例 第三十五

条 地方公共団体 特定地方独立行政

法人 

第三十六

条第二項

各号列記

以外の部

分 

地方公共団体の区域 特定地方独立行政

法人の設立団体の

区域 

 

第三十六 条例 設立団体の条例 
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条第二項

第五号 

第三十八

条第一項 

人事委員会規則（人事委員会を置か

ない地方公共団体においては、地方

公共団体の規則） 

特定地方独立行政

法人の規程 

第四十二

条 

地方公共団体 特定地方独立行政

法人 

 

 
４ 職員に関する外国の地方公共団体の機関等に派遣される一

般職の地方公務員の処遇等に関する法律（昭和六十二年法律第

七十八号）第二条及び第七条の規定の適用については、同法第

二条第一項中「、条例」とあるのは「、設立団体（地方独立行

政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六条第三項に規定す

る設立団体をいう。以下同じ。）の条例」と、「（条例」とある

のは「（設立団体の条例」と、同項第四号中「条例で定めるも

の」とあるのは「設立団体の条例で定めるもの」と、同法第七

条中「条例」とあるのは「地方独立行政法人法第五十一条第二

項に規定する退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準」

とする。 

５ 職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条

第一項、第三条第二項及び第五条第二項の規定の適用について

は、同法第二条第一項中「条例で定める職員」とあるのは「設

立団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第

六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。）の条例で

定める職員」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」

と、同法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは

「設立団体の条例」とする。 

６ 職員に関する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

関する法律（平成十四年法律第四十八号）第三条から第七条ま

での規定の適用については、同法第三条第一項中「条例」とあ
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るのは「設立団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百

十八号）第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同

じ。）の条例」と、同条第二項、同法第四条並びに第五条第一

項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同

条第三項中「承認（第二号にあっては、承認その他の処分）」

とあるのは「承認その他の処分」と、「条例で」とあるのは

「設立団体の条例で」と、同項第一号中「承認」とあるのは

「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例

の規定」とあるのは「規程」と、同項第三号中「承認」とある

のは「承認に相当する承認その他の処分」と、同法第六条第二

項並びに第七条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立

団体の条例」とする。 

 

（議会への報告等） 

第五十四条 特定地方独立行政法人は、政令で定めるところに

より、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員

（地方公務員法第二十八条第二項又は第二十九条の規定による

休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職

務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服するこ

とを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において

「常勤職員」という。）の数を設立団体の長に報告しなければ

ならない。 

２ 設立団体の長は、毎年、議会に対し、特定地方独立行政法

人の常勤職員の数を報告しなければならない。 

 

第二節 一般地方独立行政法人 

 

（役員の兼職禁止） 

第五十五条 特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人

（以下「一般地方独立行政法人」という。）の役員（非常勤の

者を除く。）は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほ

か、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に
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従事してはならない。 

 

（準用） 

第五十六条 第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独

立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合におい

て、第四十八条第三項中「実績及び認可中期計画の第二十六条

第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み

替えるものとする。 

２ 第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及

び職員について準用する。 

 

（職員の給与） 

第五十七条 一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員

の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 

２ 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与

及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の

長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

３ 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、

当該一般地方独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会

一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならない。 

 

（役員及び職員の地位） 

第五十八条 一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法

（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、

法令により公務に従事する職員とみなす。 

 

 

第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置 

 

（職員の引継ぎ等） 

第五十九条 移行型特定地方独立行政法人（特定地方独立行政
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法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っ

ている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立

の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。）の成立

の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政

法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条

例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限

り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当

該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。 

２ 移行型一般地方独立行政法人（一般地方独立行政法人であ

ってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業

務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後

行うものをいう。以下この章において同じ。）の成立の際、現

に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業

務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定め

るものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該

移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型

一般地方独立行政法人の職員となるものとする。 

 

第六十条 前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法

人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の

規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職

員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定

により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請

に応じ同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等と

なるため退職したこととみなす。 

 

第六十一条 移行型地方独立行政法人（移行型特定地方独立行

政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下この章に

おいて同じ。）は、第五十九条の規定により当該移行型地方独

立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給し

ようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続い

た在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職
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期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当

該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けている

ときは、この限りでない。 

 

第六十二条 移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立

行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第

五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員とな

った者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による失業等給付の受

給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退

職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員

として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法（昭和

二十八年法律第百八十二号）第十条の規定に相当する当該設立

団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができる

ものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に

相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、そ

の者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受

けているときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当

する退職手当の支給の基準（第五十一条第二項又は第五十七条

第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをい

う。）の規定による退職手当の支給を受ける移行型地方独立行

政法人の職員については、適用しない。 

 

（児童手当に関する経過措置） 

第六十三条 第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人

の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成

立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者か

ら児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項

（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項にお

いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定

による認定を受けているものが、当該移行型地方独立行政法人
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の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七

条第一項若しくは第八条第一項の給付（以下この条において

「特例給付等」という。）の支給要件に該当するときは、その

者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、当該移

行型地方独立行政法人の成立の日において同法第七条第一項の

規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があった

ものとみなす。この場合において、その認定があったものとみ

なされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項

（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項にお

いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該移行型

地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始め

る。 

 

（移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての

経過措置） 

第六十四条 移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存す

る地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、

その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行

型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移

行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関

係に関する法律（昭和二十七年法律第二百八十九号）の適用を

受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職

員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものと

する。 

２ 前項の規定により法人である労働組合となったものは、当

該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日

を経過する日までに、労働組合法（昭和二十四年法律第百七十

四号）第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員

会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登

記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 

３ 第一項の規定により労働組合となったものについては、当

該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日
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を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に係

る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

 

第六十五条 移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に存す

る地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、

その構成員の過半数が第五十九条第二項の規定により当該移行

型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移

行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法の適用を受け

る労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団

体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 

２ 前条第二項の規定は前項の規定により法人である労働組合

となったものについて、同条第三項の規定は前項の規定により

労働組合となったものについて、それぞれ準用する。 

 

（権利義務の承継等） 

第六十六条 移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型

地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権

利及び義務（当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体

が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該

移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないも

のに係るものを除く。）のうち政令で定めるところにより設立

団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立

の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。 

２ 前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利及び義務

を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総

務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の

成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び

負債の見込みを明らかにする書類（次項において「資産及び負

債に関する書類」という。）を作成し、かつ、当該義務に係る

債権者（次項、第六項及び第七項において「債権者」とい

う。）の閲覧に供するため、これをその事務所に備えて置かな

ければならない。 
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３ 設立団体の長は、前項の規定により資産及び負債に関する

書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があ

れば当該資産及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の

期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権

者には、格別にこれを催告しなければならない。 

４ 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、

同項の規定にかかわらず、設立団体の長による格別の催告は、

することを要しない。 

５ 第三項の一定の期間は、一月を下ってはならない。 

６ 債権者が第三項の一定の期間内に異議を述べなかったとき

は、当該義務の承継を承認したものとみなす。 

７ 債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若し

くは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせるこ

とを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に

相当の財産を信託しなければならない。ただし、第一項の規定

により当該義務を承継してもその債権者を害するおそれがない

ときは、この限りでない。 

 

第六十七条 前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立

団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継

の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される

義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相

当する金額及び当該設立団体が出資する資金その他の財産の価

額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に

対し出資されたものとする。 

２ 前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有

する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承

継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係

る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金

額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際し

て出えんする資金その他の財産の価額から控除して得た額が当

該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資された
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ものとする。 

３ 前二項に規定する承継される権利に係る財産の価額は、移

行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準とし

て設立団体が評価した価額とする。 

４ 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

 

第七章 公立大学法人に関する特例 

 

（名称の特例） 

第六十八条 一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げ

る業務を行うもの（以下この章において「公立大学法人」とい

う。）は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、

地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文

字を用いなければならない。 

２ 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人と

いう文字を用いてはならない。 

 

（教育研究の特性への配慮） 

第六十九条 設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定

に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大

学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。 

 

（他業の禁止） 

第七十条 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務及

びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。 

 

（理事長の任命の特例等） 

第七十一条 公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設

置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めると

ころにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部

について、学長を理事長と別に任命するものとすることができ
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る。 

２ 前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長

（以下この章において「学長となる理事長」という。）の任命

は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の

申出に基づいて、設立団体の長が行う。 

３ 前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る

選考機関（学長となる理事長又は第五項に規定する学長を別に

任命する大学の学長をこの項又は第五項の規定により選考する

ために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大

学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この

章において同じ。）の選考に基づき行う。この場合において、

学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係

るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないとき

は、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考

機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。 

４ 選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十

七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該

経営審議機関において選出された者及び同条第三項に規定する

教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関

において選出された者により構成するものとする。 

５ 第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命する

ものとされた大学（以下この章において「学長を別に任命する

大学」という。）の学長の任命は、当該学長を別に任命する大

学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。 

６ 第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定

する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、

学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果

的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなけ

ればならない。 

７ 第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の

学長は、第十四条第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法

人の副理事長となるものとする。 
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８ 公立大学法人（第一項ただし書の規定により、当該公立大

学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任

命するものとされているものに限る。）の理事長は、第十四条

第一項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、

設立団体の長が任命する。 

９ 公立大学法人の副理事長（第七項の規定により副理事長と

なるものを除く。）及び理事は、第十四条第三項の規定にかか

わらず、第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。

この場合においては、同条第四項の規定を準用する。 

 

第七十二条 学長となる理事長の公立大学法人の成立後最初の

任命については、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、

当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定

款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。 

２ 学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する

大学の設置後最初の任命については、前条第五項の規定にかか

わらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に

基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、

理事長が任命するものとする。 

３ 前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準

用する。この場合において、同条第六項中「第三項に規定する

学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命す

る大学の学長の選考」とあるのは、「次条第一項に規定する学

長となる理事長の任命及び同条第二項に規定する学長を別に任

命する大学の学長の任命」と読み替えるものとする。 

 

（教員等の任命等） 

第七十三条 学長を別に任命する大学においては、理事長が副

学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員（教授、

准教授、助教、講師及び助手をいう。）を第二十条の規定によ

り任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき

行うものとする。 
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（学長の任期等） 

第七十四条 公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二

年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機

関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。

この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学

の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間とな

るように定めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、公立大学法人が設置する大学の

設置後最初の当該大学の学長の任期は、六年を超えない範囲内

において、定款で定めるものとする。 

３ 学長となる理事長及び副理事長（第七十一条第七項の規定

により副理事長となるものに限る。）の任期は、第十五条第一

項の規定にかかわらず、前二項の規定により定められる学長の

任期によるものとし、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、

これを定款に規定することを要しないものとする。 

４ 公立大学法人（第七十一条第一項ただし書の規定により、

当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事

長と別に任命するものとされているものを除く。）の副理事長

（同条第七項の規定により副理事長となるものを除く。以下こ

の項及び次項において同じ。）及び理事の任期は、第十五条第

一項の規定にかかわらず、六年を超えない範囲内において理事

長が定める。ただし、副理事長及び理事の任期の末日は、当該

副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなけれ

ばならない。 

５ 前項に規定する副理事長及び理事の任期は、第八条第一項

第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要し

ないものとする。 

 

（理事長の解任の特例等） 

第七十五条 第十七条第一項（次条において準用する場合を含

む。）に規定する場合を除き、第十七条第二項及び第三項（こ

れらの規定を次条において準用する場合を含む。）の規定によ
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り、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する

大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長

である大学又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の

申出により行うものとする。この場合において、公立大学法人

の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に

係るすべての選考機関の申出により行うものとする。 

 

（準用） 

第七十六条 第十四条第四項、第十五条第二項、第十六条第一

項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任

命及び解任について準用する。この場合において、第十四条第

四項中「前項」とあるのは「第七十一条第五項」と、「副理事

長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学（同項に規

定する学長を別に任命する大学をいう。以下同じ。）の学長」

と、第十五条第二項及び第十六条第一項中「役員」とあるのは

「学長を別に任命する大学の学長」と、第十七条第一項及び第

二項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは

「理事長は、」と、「役員」とあるのは「学長を別に任命する大

学の学長」と、同条第三項中「設立団体の長又は理事長は、そ

れぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員（監事を除く。）」

とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、「その役

員」とあるのは「その学長を別に任命する大学の学長」と、同

条第四項中「前二項」とあるのは「前二項及び第七十五条」と、

「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学の

学長」と読み替えるものとする。 

 

（審議機関） 

第七十七条 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当

該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関（次項

において「経営審議機関」という。）を置くものとする。 

２ 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成

するものとする。 
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３ 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大

学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要

事項を審議する機関（次項において「教育研究審議機関」とい

う。）を置くものとする。 

４ 教育研究審議機関は、学長、学部長その他の者により構成

するものとする。 

 

（中期目標等の特例） 

第七十八条 公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二

項の規定の適用については、同条第一項中「三年以上五年以下

の期間」とあり、及び同条第二項第一号中「前項の期間の範囲

内」とあるのは、「六年間」とする。 

２ 公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定によ

り読み替えられた第二十五条第二項各号に掲げる事項のほか、

教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検

及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項につい

て定めるものとする。 

３ 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又

はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学

法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。 

４ 公立大学法人に関する第二十六条第四項の規定の適用につ

いては、同項中「事項」とあるのは、「事項及び第七十八条第

二項に定める事項」とする。 

 

（認証評価機関の評価の活用） 

第七十九条 評価委員会が公立大学法人について第三十条第一

項の評価を行うに当たっては、学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第六十九条の三第二項に規定する認証評価機関の

教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。 

 

（設立の認可等の特例） 

第八十条 公立大学法人に関するこの法律の規定の適用につい
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ては、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文

部科学大臣」とする。 

 

 

第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例 

 

（企業の経済性の発揮） 

第八十一条 地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業

務を行うもの（以下この章において「公営企業型地方独立行政

法人」という。）は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地

域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の

経済性を発揮するよう努めなければならない。 

 

（他業の禁止） 

第八十二条 公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三

号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行っては

ならない。 

 

（料金及び中期計画の特例） 

第八十三条 第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法

人には適用しない。 

２ 公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、

第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項

について定めるものとする。 

３ 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期

計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、

あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 

 

（利益及び損失の処理の特例） 

第八十四条 公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第

四十条第一項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度

に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途
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に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立

団体の長の承認を受けることを要しない。 

 

（財源措置の特例） 

第八十五条 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、

次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。 

一 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営

に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 

二 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を

行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てる

ことが客観的に困難であると認められる経費 

 

２ 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定

により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企

業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てな

ければならない。 

 

（債務の負担） 

第八十六条 公営企業型地方独立行政法人（第六十一条に規定

する移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項及

び次条において同じ。）は、設立団体に対し、第六十六条第一

項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の

成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負

担する。 

２ 前項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る

利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

（権利義務の承継等の特例） 

第八十七条 公営企業型地方独立行政法人に関する第六十七条

第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中

「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第八十六条第一
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項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対し

て負担する債務の額」とする。 

２ 公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定に

より承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種

類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でない

と認めるときは、第六十七条第三項の規定にかかわらず、当該

財産の時価によらないことができる。 

 

 

第九章 雑則 

 

（報告及び検査） 

第八十八条 総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長

は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方

独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関

し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に

立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件

を検査させることができる。 

２ 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身

分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければなら

ない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解してはならない。 

 

（違法行為等の是正） 

第八十九条 設立団体の長は、地方独立行政法人又はその役員

若しくは職員の行為がこの法律、他の法令若しくは設立団体の

条例若しくは規則に違反し、又は違反するおそれがあると認め

るときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正のた

め必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 地方独立行政法人は、前項の規定による設立団体の長の命

令があったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認
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める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に

報告しなければならない。 

３ 総務大臣又は都道府県知事は、地方独立行政法人又はその

役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令に違反し、

又は違反するおそれがあると認めるときは、設立団体又はその

長に対し、第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべ

きことを求めることができる。 

４ 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地

方独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若

しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認める

場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認め

るときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正

のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

 

（設立団体が二以上である場合の特例） 

第九十条 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第

十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで（第

七十六条において準用する場合を含む。）、第二十二条第一項、

第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二

十六条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十四条第一

項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第

四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十四条第一

項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第八

項、第七十二条第一項、第八十八条第一項並びに前条第一項に

規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して

定めるところによる。 

２ 設立団体が二以上である場合において、第二十二条第二項、

第二十六条第一項及び第二項第七号、第二十七条第一項、第二

十九条第一項、第三十四条第一項及び第四項、第四十条第七項、

第四十四条第一項並びに第四十六条の規定により条例又は規則

で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定
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めるものとする。 

３ 設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場

合において、当該事項が第四十四条第一項の規定により条例で

定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それ

ぞれ議会の議決を経なければならない。 

４ 第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上

である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行

政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを

定めなければならない。 

５ 設立団体が二以上である場合における第五十三条第三項か

ら第六項までの規定の適用については、同条第三項の表中「設

立団体（地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体

をいう。以下同じ。）の」とあるのは「地方独立行政法人法第

九十条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の

職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体（以

下「条例適用設立団体」という。）の」と、「設立団体の条例」

とあるのは「条例適用設立団体の条例」と、同条第四項から第

六項までの規定中「設立団体（地方独立行政法人法（平成十五

年法律第百十八号）第六条第三項に規定する設立団体をいう。

以下同じ。）の」とあるのは「地方独立行政法人法（平成十五

年法律第百十八号）第九十条第四項の規定によりその条例を同

法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対し

て適用する旨が定款に定められた地方公共団体（以下「条例適

用設立団体」という。）の」と、「設立団体の条例」とあるのは

「条例適用設立団体の条例」とする。 

 

（職員の派遣） 

第九十一条 地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当

該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認める

ときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方

独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。 

２ 地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの
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規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準

用する。この場合において、同条第二項中「職員の派遣を求め、

又はその求めに応じて職員を派遣しようとするときは」とある

のは「職員の派遣を求めようとするときは」と、同条第三項中

「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の

給付」と、「退職手当及び」とあるのは「退職手当又はこれに

相当する給与並びに」と、「派遣をした普通地方公共団体」と

あるのは「派遣をした特定地方独立行政法人」と、同条第四項

中「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした特

定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。 

３ 特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政

法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認

めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又

は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団

体又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることが

できる。 

４ 地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの

規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準

用する。この場合において、同条第二項中「職員の派遣を求め、

又はその求めに応じて職員を派遣しようとするときは」とある

のは「職員の派遣の求めに応じて職員を派遣しようとするとき

は」と、同条第三項中「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに

相当する給与その他の給付」と、「退職手当及び」とあるのは

「退職手当又はこれに相当する給与並びに」と、「派遣をした

普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は

他の特定地方独立行政法人」と、同条第四項中「派遣をした普

通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他

の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。 

 

（解散） 

第九十二条 地方独立行政法人は、設立団体がその議会の議決

を経て第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認
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可を受けたときに、解散する。 

２ 地方独立行政法人は、解散した場合において、その債務を

弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資

した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分

配しなければならない。 

 

第九十三条 設立団体は、地方独立行政法人が解散する場合に

おいて、その財産をもって債務を完済することができないとき

は、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために

要する費用の全部を負担しなければならない。 

 

（民法等の準用） 

第九十四条 民法第七十三条から第七十六条まで、第七十七条

（届出に関する部分に限る。）、第七十八条から第八十条まで、

第八十二条及び第八十三条並びに非訟事件手続法（明治三十一

年法律第十四号）第三十五条第二項及び第三十六条から第四十

条までの規定は、地方独立行政法人の解散及び清算について準

用する。この場合において、民法第七十四条中「理事」とある

のは、「理事長、副理事長及び理事」と読み替えるものとする。 

２ 地方独立行政法人の解散及び清算を監督する裁判所は、地

方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又

は調査を嘱託することができる。 

３ 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意

見を述べることができる。 

４ 不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）及び政令で

定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、

地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準

用する。 

 

（指定都市の特例） 

第九十五条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都

市に対する第七条（第八条第二項及び第九十二条第一項におい
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てその例による場合を含む。）の規定の適用については、当該

指定都市を都道府県とみなす。 

 

（政令への委任） 

第九十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施の

ため必要な事項は、政令で定める。 

 

 

第十章 罰則 

第九十七条 第五十条第一項（第五十六条第二項において準用

する場合を含む。）の規定に違反して秘密を漏らした者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第九十八条 第八十八条第一項の規定による報告をせず、若し

くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政

法人の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 

 

第九十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違

反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、二十万円

以下の過料に処する。 

一 この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は

設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合に

おいて、その認可又は承認を受けなかったとき。 

二 この法律の規定により設立団体の長に届出をしなければな

らない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をし

たとき。 

三 この法律の規定により公表をしなければならない場合にお

いて、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。 

五 第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを

怠ったとき。 
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六 第二十六条第四項の規定による設立団体の長の命令に違反

したとき。 

七 第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出をせず、

又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽

の記載をして事業報告書を提出したとき。 

八 第三十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、

決算報告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、

又は閲覧に供しなかったとき。 

九 第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したと

き。 

十 第五十四条第一項又は第八十九条第二項（同条第五項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をしたとき。 

十一 第八十九条第一項の規定による設立団体の長の命令又は

同条第四項の規定による総務大臣若しくは都道府県知事の命

令に違反したとき。 

十二 第九十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配し

たとき。 

十三 第九十四条第一項において準用する民法第七十九条第一

項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告

をしたとき。 

十四 第九十四条第一項において準用する民法第七十九条第一

項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。 

 

第百条 第四条第二項又は第六十八条第二項の規定に違反した

者は、十万円以下の過料に処する。 
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